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訴訟提起に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり訴訟提起することを決議しましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

１．訴訟を提起する者 

名 称：株式会社プラコー 

住 所：埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田550番地 

代表者：代表取締役 古野 孝志 

 

 

２．訴訟を提起する相手 

名 称：栄伸開発株式会社 

住 所：大阪府大阪市大正区鶴町一丁目10番2号 

代表者：代表取締役 細川 秀則 

 

名 称：玉田工務店株式会社 

住 所：大阪府堺市堺区大浜南町二丁目６番16号 

代表者：代表取締役 耳 マリ子 

 

名 称：Ｅ－ＷＥＳＴ株式会社 

住 所：大阪府大阪市大正区千島三丁目23番18号 

代表者：代表取締役 磯辺 栄五郎 

 

名 称：木谷電気工事株式会社 

住 所：大阪府大阪市中央区瓦屋町二丁目13番６号 

代表者：代表取締役 木谷 龍也 

 

 

３．訴訟提起に至った経緯 

訴訟提起に至った経緯は、次のとおりです。 

 

(1) 栄伸開発株式会社 

当社は、栄伸開発株式会社より、リサイクルプラントに係る工事を受注し納入いたし

ましたところ、当該工事において追加工事費用が発生いたしました。当社は、栄伸開

発株式会社に対し、追加工事に係る費用の支払を求めてまいりましたが、同社が支払



を応じないことから、訴訟を提起するものであります。 

 

(2) 玉田工務店株式会社 

当社は、栄伸開発株式会社からのリサイクルプラントの受注に伴い、玉田工務店株式

会社に機械を発注しました。しかしながら、同社より当該機械の納入がなかったため、

当社は、契約を解除して返金を求めましたが、未だに返金がないこと、同社より、そ

の他の工事費用について架空請求を受けたことから、訴訟を提起するものであります。 

 

(3) Ｅ－ＷＥＳＴ株式会社 

当社は、Ｅ－ＷＥＳＴ株式会社より、栄伸開発株式会社に納入しましたリサイクルプ

ラントに伴う工事費用について、架空請求を受けたことから、訴訟を提起するもので

あります。 

 

(4) 木谷電気工事株式会社 

当社は、木谷電気工事株式会社より、栄伸開発株式会社に納入しましたリサイクルプ

ラントに伴う工事費用について、架空請求を受けたことから、訴訟を提起するもので

あります。 

 

 

４．今後の見通し 

本訴に係る今後の経過につきましては、必要に応じて開示を行ってまいります。 

 

以上 


